
 
先進的農作物等導入支援事業補助金  

募集要領（令和８年度 主食用米栽培技術導入分） 

 

１ 目的 

  本市では、主食用米の生産基盤の確立につなげることを目的として、主食用米の先駆的な栽培方法を

市内で実施しようとする農業者に支援します。 

 

２ 内容 

  令和８年度において、主食用米の先駆的な栽培方法を市内で実施しようとする場合に、本要領に

基づき予算の範囲でその導入費用を補助します。 

 

３ 交付対象者 

補助金の交付対象者（以下「補助対象者」と呼称します。）は次のいずれにも該当する者としま

す。 

(1) 補助金交付契約期間中に市内に住所を有する個人又は市内に主たる事業所等を有する法人若

しくは団体 

(2) 市内の農地で補助対象作物の作付を実施する者 

(3) 市税を滞納していない者 

(4) 本人又は代表者等が暴力団の構成員等でない者 

  (5) 事業実施年度から５年間営農を継続する意思がある者 

 

４ 補助要件 

    補助金の交付対象となる取組は、次のいずれにも該当するものとします。 

(1) 主食用米（備蓄米、加工用米、輸出用米を含む）の作付けに取り組むこと。 

(2) 主食用米に係る労力又はコストの削減に資する先進的な栽培技術に取り組むこと。 

(3) 20ａ以上の面積に取り組むこと。 

(4) 取り組む栽培技術に対して、この補助金を最初に受けた年度から起算して３年度以内であること。 

 (5) 事業実施年度の年度末までに、取り組んだ栽培技術の作付状況報告を行うこと。 

 (6) 市又は市が指定する者から取り組んだ栽培技術についての情報提供の依頼があった際には、必要

な情報を提供すること。 

   

  



                                   

５ 補助対象経費 

  補助対象となる経費は、先駆的な栽培方法の実践に係る費用のうち、次の表のとおりとします。

ただし、補助事業の対象項目として明確に区分できるもので、証拠書類によって金額等が確認で

きるものに限るものとします。また、補助対象者は補助対象事業を行うに当たり他の補助事業等

との区分管理を行うものとします。 

 

６ 補助率及び補助上限額 

  対象経費の全額を補助します。ただし、120 万円を上限とします。 

 

７ 事業対象期間 

  令和８年４月１日から令和９年２月 28日 まで 

 

８ 評価基準 

  概ね次の項目により審査します。 

  なお、提案内容は、総合的な観点から審査しますので、これらの項目以外でも評価の対象とする場合

があります。 

 (1) 労力又はコストの削減や作付け規模拡大に資する先進的な栽培技術であるか（単にスマート

農業機械を使用する技術を除く） 

(2) 継続的に続けられる取り組みかどうか 

(3) 将来的に広域展開できる可能性がある取り組みかどうか 

 

９ 審査 

  関係機関、有識者等で構成する審査委員会において、提案内容を総合的に評価・審査し、採択事業を

選定のうえ、その結果に基づき市が決定します。後日文書により各申請者に審査結果を通知します。 

  申請者には審査会当日は必ず同席いただいたうえで、取り組む内容や事業計画等について、審査委員

からのヒアリングに対応していただきます。出席に要する費用は、申請者にご負担いただきます。 

  

項 目 内  容 

種苗費 対象の栽培技術に係る苗及び種子購入費 

肥料費 対象の栽培技術に係る肥料費 

農薬費 対象の栽培技術に係る農薬費 

諸材料費 対象の栽培技術に係る生産資材費 

研修費 優良事例の視察研修のための旅費、外部講師費用 

賃借料 対象の栽培技術を導入するために必要な機械借上料 

※研修旅費及び賃借料について、２つの合計額が総事業費の 1/2 を超える場合は、その超えた分は

補助対象外とする。 

【補助対象外経費】人件費、農具費、光熱水費、燃料費、修繕費、機械購入費、農業共済掛金、公

租公課、作業用衣料費、荷造運賃手数料、土地改良費、地代 



                                   

10 選定結果 

  申請者に対してそれぞれの結果を通知するとともに、次の項目を本市ホームページにて公表します。 

 ・応募件数及び採択件数 

・採択した事業名 

 

11 応募方法 

 (1)提出書類 

  ①先進的農作物等導入支援事業実施申請書 

  ②先進的農作物等導入支援事業申請に係るチェックシート 

  

  上記申請様式は、市ホームページからダウンロードできるほか、農政課窓口でも様式を配布し

ます。 

   

 (2)提出期限 

  令和８年１月 30 日（金） 午後５時 

  

(3)提出方法 

  原則、農政課窓口まで書類を持参してください。 

  申請書の受付時間は、平日の午前９時～正午、午後１時～午後５時までです。 

  やむを得ず持参できない場合は、提出先に郵送してください。 

  必要書類に不備があると受付できませんので、書類の内容は十分ご確認ください。 

 

 (4)提出先 

   〒023-8501(個別番号) 奥州市水沢大手町一丁目１番地 

             奥州市農林部農政課農産係（奥州市役所５階） 

 

12 その他 

(1) 補助金は予算の範囲内で交付するため、採択された場合であっても補助上限額まで交付できない

場合があります。また、提案件数や採択件数が予算の上限に達しない場合であっても、選外となる

場合があります。 

(2) 採択された補助申請者は、採択事業に関し、市と補助金交付契約を締結します。実際の補助金の交

付は、原則として事業完了後となりますが、交付予定の補助額の５割を上限に市が必要と認める額

の前払いを受けることができます。 

(3) 補助金交付契約締結（取扱対象期間）前に支出手続を執った費用は補助対象経費として算入する

ことはできませんが、既に支出手続を執った事業でも応募することはできます。取扱対象期間後に

要する費用についても同様です。 

(4) 審査の経過及び結果並びに公表項目以外の選定に関する情報は、公表・公開しません。 

(5) 提出された応募書類について、返却は行いませんのでご了承ください。 

 

13 問い合わせ先 

  奥州市 農林部 農政課 農産係  

  TEL：0197-34-1583 


